
○ 平成22年度においては下記の2調査を実施予定  

1．介護従事者処遇状況等調査（以下「処遇状況調査」という。）  

目的：平成21年度介護 報酬改定の影響及び介護職員処遇改善交付金の   

影響を踏まえた介護従事者の処遇改善の状況を把握し、次期介護保険   
制度及び介護報酬の改定のための基礎資料を得ることを目的として調査  

を実施する。  

2．介護事業経営概況調査（以下「経営概況調査」という。）  

目的：各サービス施設】事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度  
及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的として調査を  

実施する。  
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処遇状況調査及び経営概況調査の調査設計について  

○ 調査実施時期  

・経営概況調査については、決算額によって調査内容を把握することとし、  

○ 調査対象  
調査対象については、両調査ともに従前どおりとしてどうか。  

（参 考：従前の調査対象について）   

＞ 処遇状況調査の対象は、7サービスの施設・事業所   

＞ 経営概況調査の対象は、すべての介護保険サービス施設■事業所  

○ 抽出率   

■ 抽出率の設定にあたっては、両調査において重複する調李対象（ 7サービスの  
・ 所）については 平成ぞ十年 査の抽出率、その他の調査  

対象については従前どおりとしてはどうか。   
・なお、集計対象施設数が少ない場合には、一 定の施設数を下回らないよう配慮する  

ことが必要ではないか。  
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平成22年度処遇状況調査の調査票作成について  

○ 平成22年度処遇状況調査の調査項目は下記の方針で変更してはどうか。  

平成21年度の調査項目  

（例：介護老人福祉施設票）  
変更方針について  

施設票  

介護福祉施設サービスにおける介護  
問1～5   

・問1～4については、介言書職昌処遇改善交付金の影響を踏まえた調  

報酬への対応及び収支等の状況  査項自に穿．直して引き続き調査  

■記入不備や無回答が多く、経営概況調香の調香項目と専権するため、  
問5．収支の状況について   問5  

収支の 変化についての調香項E引こ変事  

貴施設の属する法人の状況  問6   
t間6については、平成21年度と同様の調査項目のまま、引き続き調  

査  

介護福祉施設サービスにおける介護  ・介護職員処遇改善交付金の中吉書状況及び申請を行っていない理由  

職員処遇改善交付金の申請等の状況  
問7  

についての調香項日に変事  

介護福祉施設サービスにおける加算  
問8～11   

・問8～10については、平成21年度と同様の調査項目のまま、引き  
や職員数等の状況  続き調査  

・記入不備や無回答が多く、既存情朝から得られる情報のため、離職  
問11．職員数について  問11  

れる調香項巨引こ変曹  

従事者票  
■記入不備や無回答が多いが基礎情報のため、変更は行わず、引き  
続き調査  



平成22年度経営概況調査の調査票作成について  

○ 平成22年度経営概況調査の調査項目は下記の方針で変更してはどうか。  

平成19年度の調査項目  

（例：介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福   変更方針について  

祉施設入所者生活介護票）  

第1サービス提供の状況  

（1）施設名   

（2）施設の住所  ・記入者負担の軽減を図るため、調査項目としては削除  

（3）経営主体  

（4）土地の状況   

（5）現有建物の状況  既存情報から得ることができる 査項目については削除  

（6）サービスの状況  

第2 居室■設備等の状況  ・既存情報から得ることが困難なため、調査内容を見直して引き続き調査  

第3 職員配置  既存情報から得ることができるため、調査項目から削除  

第4 給与  ・集計を行っていない職種について、見直しを行い引き続き調査  

第5 収支  ■集計を行っていない調査項目について、見直しを行い引き続き調査  

第6 介護支援専門員の勤務状況  ・集計を行っていない調査項目のため、記入者負担を考慮して削除  

（新規項目）併設サービスの事業所番号  を既存情報から得るために必要なため、新たに追加  

（新規項目）会計期間に関する調査項目  算期間が異なることによる影響把据が必要なため∴折たに追加  

5   




